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今回，都市科学研究室の「調査季報」で，″住民

と知る権利″という問題につき特集されることに

なったが，私に与えられたテーマは，「地方公務

員法第34条の秘密とは何か」ということであ

る。すなわち，同条と同じ趣旨を定めた国家公務

員法第100条の規定とも関連しつつ，職員の守秘

義務における秘密につき，その意義・性格・範囲

などを明らかにせよということである。本稿は，

それにこたえて執筆した小論である。

２　　　　　民主政治の下における守秘について

　　　　　　の基本的な考え方

民主政治の下では，「秘密を守る」ということに

ついて，基本的には，どのように考えたらよいの

であろうか。まず大きな問題である。この点，最

近問題となった「知る権利」について公けにされ

た論議の多くは，行政サイドの秘密に対して，は

なはだ好意的でない。すなわち，民主政治の下々

は，政治の主人公は国民であって，国民の側に集

会や言論の自由があり，政治を批判する権利と，

そのための，政治の実体を知る権利がある以上，

原則として，国家の機密というようなものはあっ

てはならない，というのである。私も，後述する

ように，それはそれとして正しいと思う。

しかし，ここで注意しなければならない点は，地

方公務員法第3 4条で「職員は，職務上知り得た

秘密を漏らしてはならない。」＜国公法100条１

項＞という場合の「秘密」の中には，公的秘密の

ほかに，私的秘密も含まれているということであ

る。かんたんに言えば公的な公共団体や国の秘密

が公的秘密であり，私的な個人＜私法人も含まれ

る＞の秘密が私的秘密である。上述の議論は，

“秘密”とは何か



その公的秘密に関するものであって、私的秘密に

ついては，また，別に考えなければならないの

である。まず，公的秘密の方から考えてみよう。

かっての君主制や独裁制の下では，政治は主と

して治者の権威を背景に行なわれたといってよ

い。そこで，行政サイドの権威を高からしめるた

め，「民をして，倚らしむべし，知らしむべから

ず」という秘密主義がとられたわけである。いう

までもなく，政治にまつわる「不可解」は，社会

心理学的にみると，国民をして政治に威服せし

め，政治の威厳を高からしめることになるからで

ある。しかし，現代の民主制の下では，そうはい

かない。政治や行政の場における秘密事項は，こ

れをできるだけ必要最少限にとどめ，情報公開の

原則が採られなければならない。その理由を公共

団体の行政について考えてみよう。＜イ＞公共団

体の行政は，もともと住民の,住民による,住民の

ためのものだからである。ひとたび選出された以

上は，行政は，知事・市町村長あるいは議会議員

のものであるなどと考えたら，それは大きな誤ま

りである。現実の行政は,そのような甘い形式的な

擬制論の下で行なわれているわけでない。＜ロ＞

このような政治体制の下では，行政は，住民の理

解と支持とがなければ，これを強力かつ確実に推

進することができない。＜ハ＞行政が,もともと住

民のものであり，その住民に集会・結社および言

論その他一切の表現の自由が保障されている以

上，住民の側に，いわば「知る権利」があるわけ

であって＜憲法21条１項＞，それだけ行政サイド

の秘密主義は否定されることになる。＜ニ＞行政

に対する住民参加の形態には種々のものがあると

思われるが，その最も望ましい形は，企画・調整･

立案などすべての段階で事前に参加することであ

ろう。しかし，そのためには，住民にエゴイズム

を克服した相当高い市民意識がなくてはなるま

い。しかし，そうした本来の住民参加が行なわれ
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るようになると，それだけ行政サイドの秘密主義

が霧消することになるわけである。＜ホ＞行政を

担当する職員にも言論その他の表現の自由がある

のだから，よほど強い公共の福祉の要請がなけれ

ば，いたずらに秘密だといって，その言論その他

の表現の自由を濫りに制限することは許されな

い。＜憲法13条＞＜へ＞現代は科学の時代である。

腹芸による行政の時代はすでに終った。行政も科

学的に，正確なデータに基づいて処理されなけれ

ばならないので，それだけ秘密主義になじまなく

なっている。＜ト＞秘密事項は,とかく側近の者に

は漏れ易いもので，そうなると，場合によって

は，一部の人たちだけに不当な利益をもたらすこ

とになる。したがって，秘密事項は，できるだけ

必要最少限度にとどめるべきものなのである。

以上述べた公的秘密の場合とはちがい，逆に，私

的秘密の場合には，行政のうえで，その保全につ

き，最大の配慮がなされるべきであろう。情報社

会における科学的技術的な行政ということになる

と，とかく住民個人のプライバシーが脅かされる

傾向になるが，それだけに，住民各個人の秘密に

ついても，充分な配慮がなされなければなるま

い。たとえば，郵便法第９条令児童福祉法第61条

などのように，それぞれの法律が特に私的秘密の

保全に留意している場合もあるが，一般論とし

て，「職務上知り得た秘密」＜地公法34条12項，

国公法100 条1項＞における私的秘密についての

特別の配慮がなされなければなるまい。とくに地

方公務員の場合には，その担当処理する地方的事

務の性質上，身上・収入・資産・疾病など，住民

各個人の生活に直接接触する機会が多いので，こ

の点，留意する必要がある。

ともあれ，地方公務員の守秘義務については地方

公務員法第34条の規定があり，国家公務員法第

100条も概ね同じ内容のものになっている。そし

て，それらは，旧憲法時代の官吏服務紀律＜明治



20年勅令39号＞第４条の流れを汲むのである。同

条は，「官吏ハ己ノ職務二関スルト叉ハ他ノ官吏

ヨリ聞知シタルトヲ問ハズ官ノ機密ヲ漏洩スルコ

トヲ禁ズ其職ヲ退ク後二於テモ亦同様トス。②裁

判所ノ召喚二依り証人叉ハ鑑定人ト為り職務上ノ

秘密二就キ訊問ヲ受クルトキ八本属長官ノ許可ヲ

得タル件二限り供述スルコトヲ得。」と定めてい

た。それは，次の３点で現在の公務員法の規定と

異なっている。すなわち,＜１＞漏洩を禁じられて

いたのは，「官ノ機密」であり「職務上の秘密」

であって，人々の私的秘密は含まれていなかっ

た。＜２＞守秘義務違反の役人に対して科せられ

る制裁は,懲戒処分だけであって,現在の公務員法

＜地公法60条2号・62条，国公法109条12号・111

条＞が定め七いるような刑事処分はなかった。

＜３＞紀律第５条で,官吏は,ひそかに「職務上未

発ノ文書ヲ関係人二漏示スルコト,ヲ禁ズ」とされ

ていた。現在の公務員法には，このような制限は

ない。　現行法上の「秘密」は解釈するにあたっ

て，濫りにこの紀律の考え方を踏襲し，その内容

の如何を吟味せずに，未発の文書を以て秘密事項

と解するが如きは正当でない。さて，特に，私的

秘密の保全につき配慮した規定としては，憲法第

21条２項後段，郵便法第９条，公衆電気通信法第

５条，刑法133条・134条，公証人法第４条，統

計法第19条の2,労働基準法第105条，児童福祉

法第61条などがある。

３　　　　　秘密の意味

　ここでは，秘密そのものの意味を明らかにして

おこう。

地方公務員法第34条は，「①職員は，職務上知り

得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も，また，同様とする。②法令による証人，鑑

定人等となり，職務上の秘密に属する事項を発表

する場合においては，任命権者＜退職者について

は，その退職した職叉はこれに相当する職に係る

任命権者＞の許可を受けなければならない。③前

項の許可は，法律に特別の定がある場合を除く

外，拒むことができない。」と定めている。国家

公務員法第100条の規定乱人事院に関するもの

を除き，概ね同じ趣旨である。さて，まず，「秘

密」一般についての意味であるが，それは，昭和

30年２月18日行政実例によると，「一般的に了知

されていない事実であって，それを一般に了知せ

しめることが，一定の利益の侵害になると，客観

的に考えられるものをいう」，ということにな

る。刑法第134条＜秘密漏泄罪＞の客体たる「人

ノ秘密」に関して，刑法学者は，それは，「一般

に知られていない事実であって，他人に知られな

いことにつき本人が相当の利益を有すると，客観

的に認められる事実」のことであるとする《注釈

刑法＜3＞261頁》。いずれも妥当な解釈と思われ

るので,以下これを分析してみよう。＜イ＞その秘

密の事実に関与した小範囲の者，ごく少数者だけ

が知っていて，その他の一般の人々はまだ知らな

い，というのが秘密であり，したがって，多少現に

知らない者があったとしても，すでに一般的に知

られているものは秘密ではない。＜ロ＞条例の制

定・公布のように，＜地自法16条１項２項＞後に

住民に周知させるための手続＜公布＞が定められ

ていても,それだからといって,それに先行する条

例の制定ないし成立が秘密ということにはならな

い。条例の制定や改廃を議決する議会の会議はも

ともと公開が原則だからである＜地自法115条＞

＜ハ＞法令上，公開周知を予定された事項につい

ては, もとより秘密ということのないのが原則で

ある。たとえば,地方議会の会議＜地自法115条＞，

衆参両議院の会議＜憲法57条12項22項＞，収用委

員会の審理＜土収法62条＞，戸籍簿の記載事項
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＜戸籍法10条一何人でも，手数料を納めて，閲

覧や謄本抄本の交付を請求することができる＞，

登記簿の記載事項＜不登法21条＞，裁判の対審お

よび判決＜憲法82条＞などがそれである。＜ニ＞

秘密によって保全されるべき利益は，もとより経

済的性質のものに限られない。国公立大学の入学

試験問題の秘密化によって保全される利益は，入

学試験の公平かつ適正な執行という利益なのであ

る。＜ホ＞秘密事項とされる事実は違法不当の事

実であってもよいのか,という問題がある。私的秘

密の場合には，それを保全する目的が人々の人権

を尊重し，その生活の平穏を保障することにある

のだから，前科とか税金滞納というような違法の

事実であっても秘密事項となりえよう。しかし,公

的秘密については問題がある。この場合には，一

方的な行政サイドの不必要にして恣意的な秘密事

項でさえ，はたして秘密とされうるのかどうか争

われうるのであるが，いわんや秘密事項の内容が

違法ないし不当の場合に，直ちにこれを秘密とし

て肯定できるかどうか,はなはだ疑問である。この

点，昭和38年12月23日東京地判く行裁例集14巻12

号2204頁―「不正者の天国」出版事件＞が次のよう

に述べているのには，にわかに首肯しがたいもの

がある。すなわち，「行政監察によって明らかと

なった行政機関等の違法不当行為を含む業務実施

上の欠陥は，行政管理庁長官の行政機関に対する

適切な意見ないし勧告によって，改善し得べきも

のであって，これを一般に公表すればいたずら

に，非違の糾弾に終り，国民に国の行政に対する

不信をいだかせるだけで，かえって，行政運営の

改善という行政監察制度の目的を達成することが

できず」，したがって，「行政監察局長が適切な

時と方法により，措置する」のであって，「一般

の職員には」公表することを「禁止していること

が認められ」，「実質的にみて,一般に公表される

べき性質のものでなく，秘密事項に属する」とい

うのである。＜へ＞或る事項が秘密とされるにつ

いては，一般的な客観性がなければならない。

私人の生活の平穏＜私的秘密＞といい，公共団体

や国家における公共の福祉の確保＜公的秘密＞と

いっても，それらは，その具体的な内容におい

て，主観的ないし恣意的なものであってはなら

ず一般的な客観性をもち，万人をして納得させる

ものでなくてはならない。この点は，終局的には

裁判所において，実質的に審判されるべきもので

ある。

４ 秘密の類型

まず第一に，内容的に，保護法益の性質を基準に

して分けると，私的秘密と公的秘密とがある。前

者は，私的な個人＜私法人を含む＞の利益に関す

る秘密であり，後者は，公的な公共団体や国の利

益に関する秘密である。かっての官吏服務紀律第

４条で「官ノ機密」とか「職務上ノ秘密」という

のが，つまり公的秘密である。従来は，この公的

秘密だけが偏重され，官吏服務紀律も，一般に，

その保全すべき秘密としては，私的秘密を考えて

いなかった。しかし，私は，新しい情報社会にお

ける行政のもとでは，個人のプライバシーととも

に，特に，この私的秘密に関してこそ重大な配慮

をなすべきであると考えている。いずれにして

も、職員の，「職務上知り得た秘密」＜地公法34

条１項＞や，「職務上知ることのできた秘密」

＜国公法100条１項＞には，これら私的秘密と公

的秘密の両者が含まれる。官吏服務紀律第４条の

場合と異なり，広く私的秘密の保全にまで留意し

たわけである。しかし同じ職員守秘義務の対象で

あっても，私的秘密と公的秘密とではかなり性格

の違ったものがあるので，その範囲や取扱いにお

いて注意しなければならない。
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第二に，「職務上知り得た秘密」＜地公法３４条１

項，国公法100条１項＞がある。これは，当該秘

密を知得するに至った契機を基準にしてみた秘密

である。行政実例＜昭和30年２月18日＞による

と，「職務執行上知り得た秘密」ということにな

る。内容的には，私的秘密と公的秘密の両者が含

まれる。｡そして，後述の「職務上の秘密」もまた

含まれる。

第三に，「職務上の秘密」＜地公法34条２項，国

公法100 条2項＞がある。これは，当該秘密の帰

属を基準にしてみたものである。行政実例く昭和

30年２月18日＞によると，「職員の職務上の所管

に属する秘密」ということになる。この秘密も。

　「職務上知り得た秘密」に含まれ，その一部をな

すものである。自己の職務上の所管に属する秘密

であるがゆえに，証人や鑑定人となってこれを発

表するについては，その任命権者の許可が必要と

されるのである。職員の履歴書等の人事関係記録

＜私的秘密＞は，一般に「職務上の秘密」とされ

ているが＜昭和37年８月10日行政実例＞，これを

みても判るように，私的秘密もまた「職務上の秘

密」たりうるのであって，「職務上の秘密」はす

べて公的秘密というわけではない。それは，両者

がそれぞれ基準を異にした概念だからである。な

お注意すべきことは，「職務上知り得た秘密」

は，その秘密自体のもつ即自的性質のものであっ

て，職員の身分とまつわるものではない，という

点である。したがって，職員は，その退職後にお

いても,依然として，これを漏洩することが許さ

れないのである。

５　　　　　公的秘密の限界

行政や政治の場で公的秘密が絶無ということはあ

りえない。現代民主制のもとでは，行政がガラス

張りで行なわれ，そこに秘密のないことが望まし

い。しかし，現実的には秘密の存在を認めざるを

えないであろう。行政＝住民意思という民主的自

同性を理由に，行政と住民意思との間に秘密は介

在しえないと主張するのは，行政の理念と現実を

混同した考え方といわなければならない。問題

は，現実の行政や政治の場で，果してどの程度の

秘密が許容されるのか，ということである。この

点，秘密事項の認定，その認定権者や認定手続，

秘密事項の取扱方法などについて定めた一般的な

法制は存在しない。そのため理論的に考究せざる

をえないわけである。さて，現代の民主制下の情

報社会では，住民や国民の「知る権利」は最大限

に保障されていなければならない。たとえば西ド

イツ基本法第５条１項は，「各人は，……一般に

近づくことのできる情報源からさまたげられるこ

となく知る権利を有する。……ラジオおよび映画

による報道の自由は保障される。」＜宮沢ほか

編・人権宣言集による＞と定めているが，情報請

求権＝情報公開原則は，現代行政における基本的

な建前である。この点で,昨年６月30日のアメリカ

連邦最商裁判所判決＜ニューヨーク・タイムズ紙

・ベトナム文書事件＞におけるダグラス判事の言

葉を想い出す。すなわち「公的問題についての公

開の論議は，われわれの国家の健全性にとって決

定的な重要さをもっている。公的問題について

は，公開の力強い論議がなければならない。」と

いうのである。市町村で事業を推進する場合にお

いても同じである。したがって，行政や政治の場

において認められる公的秘密は，公共団体や国に

おける公共の福祉を維持するための合理的＜万人

納得性＞な，必要最少限度のものでなくてはなら

ない。いくら民主制社会だからといって，ある事

項が，それを公表することによって社会全休の福

祉を害するに至るならば，それは，合理的必要最

少限において，やはり公的秘密として保全されな
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ければなるまい。それでは，具体的にはどのよう

なものが考えられるかというと，第一に，事柄の

性質上，当然に秘密とされるべきものがある。

＜自然秘＞たとえば，国公立大学の入学試験問題

や，職員昇任試験の問題などがそれである。もと

もと当該情報の性質が人々の接近を拒否するもの

なのである。この種の秘密事項については，その

保全のため細心最大の注意が払われなければなら

ない。

第二は，具体的な法令の規定によって直接に明示

された秘密である。＜法律秘＞たとえば，「日米

相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」＜昭和29

年法166号＞第１条３項の指定する「防衛秘密」

の如きがそれである。同法は，その故意ないし過

失による漏洩や，漏洩の陰謀，あるいは漏洩の教

唆・せん動を厳重に処罰している＜３条・４条・

５条＞。

第三は，上司の職務上の命令によって指定された

秘密である＜指定秘，形式秘＞。行政庁が或る事

業を遂行する場合，その政策決定・企画・調整・

立案など，すべての段階で住民参加を認めること

が望ましいことはいうまでもない。　しかし，或る

事柄を公表し，これを公開討議することが，かえ

って社会全休の福祉を阻害し，または事業の円滑

な遂行を，いたずらに妨げるような場合には，

それを秘密事項として処理することもやむをえな

い。ただ，この際，とくに注意しなければならな

いことは，行政サイドの非合理的な不必要の恣意

的秘密や，内部の違法不当な事実をかくすための

隠蔽的秘密は許されないという点である。

ところで，情報公開の原則＝「住民や国民の知る

権利」＝情報請求権は，いわば憲法上の要請であ

る＜憲法の前文１段・13条・21条など＞。そこ

で，上述の自然秘・法律秘・指定秘のいずれを問

わず，公的秘密は，すべて，その内容が実質的

＜客観的＞に果して合理的必要性をもつものかど

うか審査されなければならない。公務員の守秘義

務違反の責任は，懲戒処分であり＜地公法34条・

32条・29条，国公法100条・98条1項・82条＞，

刑罰であるく地公法,60条２号，国公法109条12

号＞。したがって，秘密に関し実質的な審査をす

るものは,人事委員会･人事院＜地公法49条の2,

国公法90条＞，あるいは裁判所ということにな

る。秘密に対する実質的審査が特に問題になるの

は指定秘の場合である。この場合，＜１＞行政庁

が形式上＜主観的＞秘密と指定したものはすべて

絶対的に秘密事項である，という考え方はもとよ

り妥当でない。この考え方によると，司法審査を

無意味なものにし，行政庁の専断を許すことにな

り，行政庁の恣意的秘密や隠蔽的秘密をも許容す

る結果になる。それに，公務員秘密漏洩罪の成否

が行政庁の一方的な判断で定まる結果にもなって

しまう。しかし，それかといって，＜２＞行政庁

の形式上の指定は関係がなく，何が秘密事項であ

るかは，もっぱら実質的にのみ判断されるべきも

のである，という考え方も妥当でない。なぜなら

ば，行政庁は，その所管する職権に基づいて，秘

密と判断し指定しているのであるから，第一次的

には，その判断は尊重されて然るべきであるし，

そうでなければ，行政の円滑かつ迅速な処理がで

きないことになる。要するに，＜３＞形式上秘密

と指定されたものは一応は秘密事項とされるが，

終局的には，実質的に，果して秘密として保全さ

れるべきものかどうかが審査されるのである＜有

倉，鹿児島，園部，鵜飼＞。

６　　　守秘義務違反と刑罰

官吏服務紀律の時代には，公務員の守秘義務の違

反に対しては，懲戒処分が加えられるだけで＜し

たがって，退職後の義務違反に対しては法律上の
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制裁を科する途がなかった＞、刑罰が科せられる

ことはなかった。しかるに,現在の公務員法体制

のもとでは,個別的にそれぞれの法律＜たとえ

ば,郵便法９条、公衆電気通信法5条，刑法134

条，公証人法４条，統計法19条の2,児童福祉法

61条、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

１条３項・３条・４条，労働基準法105条・120

条など＞で刑罰を科するほか，一般的に、公務員

法＜地公法60条2号,国公法109条12号＞で守秘

義務め違反者に対し刑罰を科している。したがっ

て,それだけに＜一般的に刑罰を科することか妥

当かどうかは別として＞,この守秘義務によって

保全される公的義務は,刑罰を科せられるめにふ

さわしい、必要にして重大なもめだけに限定され

ることになる。ともあれ、刑罰の科せられる理由

は，第一には，退職後の違反をも取り締る必要が

あること，第二には，私的秘密の保全の重要性は

もとより，公的秘密の場合でも，それが形式的･

実質的の要素を充足しているものである以上、そ

の漏洩による社会全体め福祉の侵害は,これを厳

しく取り締らなければなちないからである。それ

が,また,全休の奉仕者として住民や国民の負託

にこたえるゆえんでもあろう。いずれにしても，

現職者については、懲戒処分もしくは刑罰が＜起

訴休職という分限処分―地公法28条2項２号，

懲戒処分，刑罰が併科されることもある＞。退職

者については，刑罰が予定されていることにな

る。

公務員の守秘義務違反ということで起訴された被

告人は，その秘密事項とされたもめ＜形式上＞

が，果して秘密とされるにふさわしい要素をもっ

ていたかどうか＜実質上＞を争うことがでぎるわ

けであって，もし，当該事項が秘密としての実質

的要素を欠いていたときは＜たとえば，前述の恣

意的秘密や隠蔽的秘密の場合＞，刑法第35条＜正

当行為として違法性阻却＞の適用により無罪とい
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うととになるわけである。

＜横浜市立大学教授＞
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